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市
は
、
市
内
に
在
住
す
る
健
康
保

険
の
加
入
者
を
対
象
に
、
医
療
費
の

自
己
負
担
額
の
全
部
ま
た
は
一
部
を

助
成
す
る
福
祉
医
療
費
助
成
制
度
を

行
っ
て
い
ま
す
。
福
祉
医
療
費
受
給

者
証
を
発
行
し
ま
す
の
で
、
健
康
保

険
被
保
険
者
証
・
印
鑑
な
ど
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

４
月
１
日
現
在
７０
歳
未
満
で
、
す

で
に
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
（
老
人

医
療
）
を
持
っ
て
い
る
人
に
は
、
３

月
中
に
新
し
い
受
給
者
証
を
郵
送
し

ま
す
。老

人
医
療
制
度

対
象
＝
６５
歳
以
上
７０
歳
未
満
で
、

次
の
①
か
②
に
該
当
す
る
人

①
所
得
税
非
課
税
世
帯

②
所
得
が
所
得
制
限
内
で
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

▼
一
人
暮
ら
し

▼
全
員
が
６０
歳
以
上
の
世
帯

障
害
者
医
療
・

重
度
心
身
障
害
健
康
管
理
事
業

対
象
＝
次
の
①
～
④
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
人

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は

２
級
を
持
っ
て
い
る

②
療
育
手
帳
Ａ
相
当
（
Ｉ
Ｑ
３５
以

下
）
を
持
っ
て
い
る

③
療
育
手
帳
Ｂ
１（
Ｉ
Ｑ
５０
以
下
）

と
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
を
持
っ
て

い
る④

精
神
に
障
害
の
あ
る
人
で
、
障

害
基
礎
年
金
１
級
ま
た
は
２
級
の
受

給
者ひ

と
り
親
家
庭
医
療

対
象
＝
ひ
と
り
親
家
庭
で
１８
歳
以

下
（
高
校
３
年
卒
業
ま
で
）
の
子
ど

も
と
保
護
者

市は、市職員の給与などの実態を公表します。
内容は、職員の任免と職員数、給与、勤務時間
や勤務条件、分限・懲戒処分、服務、研修と勤務
成績の評定などの状況です。
本紙では、その一部を紹介します。詳しくは、
市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせ
ください。
問合せ先＝職員課（☎ 64-1324）

市
は
、
風
し
ん
に
か
か
っ
た
こ

と
が
な
い
人
や
風
し
ん
（
Ｒ
）
ま

た
は
麻
し
ん
・
風
し
ん
混
合
（
Ｍ

Ｒ
）
の
予
防
接
種
を
受
け
て
い
な

い
人
、
接
種
経
験
が
１
回
の
人
に

費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま

す
。
特
に
抗
体
を
持
っ
て
い
な
い

人
が
多
い
１９
～
３５
歳
や
、
予
防
接

種
を
受
け
て
い
な
い
３５
歳
以
上
の

男
性
は
要
注
意
で
す
。

対
象
者
＝
市
内
に
在
住
し
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

▼
１９
～
４９
歳
の
男
女
▼
５０
歳
以

上
で
妊
娠
を
希
望
す
る
女
性
▼
配

偶
者
が
妊
娠
中
の
５０
歳
以
上
の
男

性
。
妊
婦
は
接
種
で
き
ま
せ
ん

助
成
対
象
＝
平
成
２５
年
４
月
１

日
～
同
２６
年
３
月
３１
日
の
接
種
分

助
成
額
＝
自
己
負
担
額
の
３
分

の
２
。
上
限
７
千
円

助
成
回
数
＝
１
回

申
請
方
法
＝
医
療
機
関
で
接
種

費
用
を
全
額
支
払
っ
た
後
、
領
収

書
原
本
・
接
種
を
証
明
で
き
る
書

類
・
印
鑑
・
振
込
先
が
分
か
る
も

の
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い

申
請
期
限
＝
４
月
４
日
㈮

申
請
・
問
合
せ
先
＝
健
康
推
進

課
（
☎
６４
・
１
３
３
５
）

麻
し
ん
は
人
か
ら
人
へ
感
染

し
や
す
く
、
時
に
死
に
至
る
重

大
な
疾
患
で
す
。
ま
た
、
風
し

ん
は
、
妊
娠
初
期
の
女
性
が
か

か
る
と
胎
児
に
重
大
な
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

予
防
に
は
、
麻
し
ん
・
風
し

ん
混
合
（
Ｍ
Ｒ
）
の
予
防
接
種

を
接
種
勧
奨
期
間
内
に
受
け
る

こ
と
が
有
効
で
す
。
予
防
接
種

が
済
ん
で
い
な
い
人
は
、
す
み

や
か
に
接
種
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ

い
。対

象
＝
市
内
に
在
住
し
、
次
に

該
当
す
る
人

▼
１
期
（
１
歳
～
２
歳
に
な
る

前
日
ま
で
）
▼
２
期
（
平
成
１９
年

４
月
２
日
～
同
２０
年
４
月
１
日

生
）接

種
期
間
＝
▼
１
期
（
１
歳
～

２
歳
に
な
る
前
日
ま
で
）
▼
２
期

（
平
成
２６
年
３
月
３１
日
㈪
ま
で
）

な
お
、
対
象
者
に
は
予
診
票
を

１
期
は
１
歳
に
な
っ
た
翌
月
に
、

２
期
は
す
で
に
郵
送
し
て
い
ま

す
。未

接
種
で
予
診
票
が
な
い
人
は

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
＝
子
育
て
支
援
課

（
☎
６４
・
１
３
７
７
）

1歳になったら 1回。就学前にもう 1回。

市は、児童福祉制度として、就学前の児童を養育している人やひとり親
家庭、心身に障がいのある児童を養育している人に、下表のとおり手当を
支給しています。
詳しくは、子育て支援課（☎ 64-1376）までお問い合わせください。

被
保
険
者
証
を
切
り
替
え

薄
い
緑
の
カ
ー
ド
に
変
更

今
年
は
、
被
保
険
者
証
の
切
り
替

え
の
年
で
す
。

新
し
い
被
保
険
者
証（
薄
い
緑
色
）

は
、３
月
１７
日
以
降
に
郵
送
し
ま
す
。

現
在
の
被
保
険
者
証
は
、
４
月
１
日

以
降
に
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る

場
合
は
、
国
保
医
療
課
で
納
付
相
談

後
の
交
付
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

高
齢
受
給
者
証
を
同
封

記
載
内
容
の
確
認
を

７０
～
７４
歳
で
高
齢
受
給
者
証
の

「
一
部
負
担
割
合
」
欄
が
「
２
割
（
平

成
２６
年
３
月
３１
日
ま
で
は
１
割
）」

の
人
は
、
医
療
機
関
窓
口
で
の
負
担

が
「
１
割
」
に
据
え
置
か
れ
る
予
定

で
す
。

対
象
者
に
は
、
新
し
い
被
保
険
者

証
と
一
緒
に
、
４
月
１
日
か
ら
使
え

る
高
齢
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

１９
歳
以
上
は
所
得
申
告
を

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
で
１
月

１
日
現
在
１９
歳
以
上
の
人
は
、
平
成

２５
年
分
の
所
得
申
告
が
必
要
で
す
。

世
帯
の
中
に
申
告
が
な
い
人
が
い

る
と
、
所
得
額
に
応
じ
た
軽
減
措
置

が
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
告
先
】

▼
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
住
民

登
録
す
る
人
＝
税
務
課

▼
１
月
２
日
以
降
に
市
内
に
住
民

登
録
し
た
人
＝
国
保
医
療
課

た
だ
し
、
確
定
申
告
書
を
提
出
し

た
人
や
、
勤
務
先
な
ど
か
ら
給
与
・

公
的
年
金
な
ど
の
支
払
報
告
書
が
提

出
さ
れ
て
い
る
人
を
除
き
ま
す
。

【国民健康保険】
対象＝国保税を滞納し
ていない世帯で、次のす
べてに該当する人
▼ 5 月 7 日現在 30 歳
以上 75 歳未満（昭和 14
年 5 月 8 日以降生まれ）
の人で、1年以上継続し
て京田辺市国民健康保険
に加入している
▼入院・妊娠していない
【後期高齢者医療】
対象＝保険料を滞納し
ていない後期高齢者医療
の被保険者で、次のすべ

てに該当する人
▼入院していない
▼養護老人ホーム・介
護保険施設に入所してい
ない
【助成額】
受診費用の 7割
【申込期間】
4月1日㈫～5月7日㈬
詳しくは、3月下旬に
郵送する案内をご覧くだ
さい。
【申込・問合せ先】
国保医療課（☎ 64-
1374）

消
防
本
部
は
、
３
月
１
日

～
７
日
に
春
の
火
災
予
防
運

動
を
行
い
ま
す
。

春
は
、
風
の
強
い
日
が
多

く
乾
燥
し
や
す
く
な
り
ま

す
。
小
さ
な
火
元
が
大
き
く

な
り
や
す
い
こ
の
時
季
は
、

毎
年
か
け
が
え
の
な
い
命
や

貴
重
な
財
産
が
失
わ
れ
て
い

ま
す
。
火
災
で
悲
し
い
出
来

事
を
起
こ
さ
な
い
た
め
、
み

な
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
防
火

意
識
を
高
め
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先
＝
消
防
本
部
予

防
課
（
☎
６３
・
７
８
２
６
）

◆
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
や
め
る

◆
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い

も
の
か
ら
離
れ
た
位
置
で
使
う

◆
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を

離
れ
る
と
き
は
、
必
ず
火
を
消
す

◆
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る

◆
寝
具
や
衣
類
か
ら
の
火
災
を

防
ぐ
た
め
に
、
防
炎
製
品
を
使
う

◆
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す

た
め
に
、
住
宅
用
消
火
器
な
ど
を

設
置
す
る

◆
お
年
寄
り
や
体
の
不
自
由
な

人
を
守
る
た
め
に
、
隣
近
所
の
協

力
体
制
を
つ
く
る

市は、国民健康保険（国保）・後期高齢者医療
の加入者を対象に、「外来（半日）人間ドック」「脳
ドック」「併用ドック（人間ドックと脳ドックの
併用受診）」の受診費用を助成します。
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